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５ 条 ― 第 １ ０ ２ 条 ）  

 第 ６ 章  雑 則 （ 第 １ ０ ３ 条 ― 第 １ ０ ５ 条 ）  
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 附 則  

第 １ 章  総 則  

（ 目 的 ）   

第 １ 条  こ の 法 律 は 、 土 地 利 用 の 高 度 化 の 進

展 そ の 他 国 民 の 住 生 活 を 取 り 巻 く 環 境 の 変

化 に 伴 い 、 多 数 の 区 分 所 有 者 が 居 住 す る マ

ン シ ョ ン の 重 要 性 が 増 大 し て い る こ と に か

ん が み 、 マ ン シ ョ ン 管 理 士 の 資 格 を 定 め 、

マ ン シ ョ ン 管 理 業 者 の 登 録 制 度 を 実 施 す る

等 マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 を 推 進 す る た

め の 措 置 を 講 ず る こ と に よ り 、 マ ン シ ョ ン

に お け る 良 好 な 居 住 環 境 の 確 保 を 図 り 、 も

っ て 国 民 生 活 の 安 定 向 上 と 国 民 経 済 の 健 全

な 発 展 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）   

第 ２ 条  こ の 法 律 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ

る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 の 定 め
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る と こ ろ に よ る 。  

１  マ ン シ ョ ン  次 に 掲 げ る も の を い う 。  

  イ  ２ 以 上 の 区 分 所 有 者 （ 建 物 の 区 分 所

有 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ３ ７ 年 法 律 第

６ ９ 号 。 以 下 「 区 分 所 有 法 」 と い う 。）

第 ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 区 分 所 有 者 を

い う 。 以 下 同 じ 。） が 存 す る 建 物 で 人 の

居 住 の 用 に 供 す る 専 有 部 分 （ 区 分 所 有

法 第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 専 有 部 分 を

い う 。 以 下 同 じ 。） の あ る も の 並 び に そ

の 敷 地 及 び 附 属 施 設   

  ロ  １ 団 地 内 の 土 地 又 は 附 属 施 設 （ こ れ

ら に 関 す る 権 利 を 含 む 。） が 当 該 団 地 内

に あ る イ に 掲 げ る 建 物 を 含 む 数 棟 の 建

物 の 所 有 者 （ 専 有 部 分 の あ る 建 物 に あ

っ て は 、 区 分 所 有 者 ） の 共 有 に 属 す る

場 合 に お け る 当 該 土 地 及 び 附 属 施 設   

２  マ ン シ ョ ン の 区 分 所 有 者 等  前 号 イ に

掲 げ る 建 物 の 区 分 所 有 者 並 び に 同 号 ロ に

掲 げ る 土 地 及 び 附 属 施 設 の 同 号 ロ の 所 有
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者 を い う 。  

３  管 理 組 合  マ ン シ ョ ン の 管 理 を 行 う 区

分 所 有 法 第 ３ 条 若 し く は 第 ６ ５ 条 に 規 定

す る 団 体 又 は 区 分 所 有 法 第 ４ ７ 条 第 １ 項

（ 区 分 所 有 法 第 ６ ６ 条 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。） に 規 定 す る 法 人 を い う 。  

４  管 理 者 等  区 分 所 有 法 第 ２ ５ 条 第 １ 項

（ 区 分 所 有 法 第 ６ ６ 条 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。） の 規 定 に よ り 選 任 さ れ た 管

理 者 又 は 区 分 所 有 法 第 ４ ９ 条 第 １ 項 （ 区

分 所 有 法 第 ６ ６ 条 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。） の 規 定 に よ り 置 か れ た 理 事 を い

う 。  

５  マ ン シ ョ ン 管 理 士  第 ３ ０ 条 第 １ 項 の

登 録 を 受 け 、 マ ン シ ョ ン 管 理 士 の 名 称 を

用 い て 、 専 門 的 知 識 を も っ て 、 管 理 組 合

の 運 営 そ の 他 マ ン シ ョ ン の 管 理 に 関 し 、

管 理 組 合 の 管 理 者 等 又 は マ ン シ ョ ン の 区

分 所 有 者 等 の 相 談 に 応 じ 、 助 言 、 指 導 そ

の 他 の 援 助 を 行 う こ と を 業 務 （ 他 の 法 律
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に お い て そ の 業 務 を 行 う こ と が 制 限 さ れ

て い る も の を 除 く 。） と す る 者 を い う 。  

６  管 理 事 務  マ ン シ ョ ン の 管 理 に 関 す る

事 務 で あ っ て 、 基 幹 事 務 （ 管 理 組 合 の 会

計 の 収 入 及 び 支 出 の 調 定 及 び 出 納 並 び に

マ ン シ ョ ン （ 専 有 部 分 を 除 く 。） の 維 持 又

は 修 繕 に 関 す る 企 画 又 は 実 施 の 調 整 を い

う 。 以 下 同 じ 。） を 含 む も の を い う 。  

７  マ ン シ ョ ン 管 理 業  管 理 組 合 か ら 委 託

を 受 け て 管 理 事 務 を 行 う 行 為 で 業 と し て

行 う も の （ マ ン シ ョ ン の 区 分 所 有 者 等 が

当 該 マ ン シ ョ ン に つ い て 行 う も の を 除 く 。

） を い う 。  

８  マ ン シ ョ ン 管 理 業 者  第 ４ ４ 条 の 登 録

を 受 け て マ ン シ ョ ン 管 理 業 を 営 む 者 を い

う 。  

９  管 理 業 務 主 任 者  第 ６ ０ 条 第 １ 項 に 規

定 す る 管 理 業 務 主 任 者 証 の 交 付 を 受 け た

者 を い う 。  

（ マ ン シ ョ ン 管 理 適 正 化 指 針 ）  



 

 

 

20 × 20 

第 ３ 条  国 土 交 通 大 臣 は 、 マ ン シ ョ ン の 管 理

の 適 正 化 の 推 進 を 図 る た め 、 管 理 組 合 に よ

る マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 に 関 す る 指 針

（ 以 下 「 マ ン シ ョ ン 管 理 適 正 化 指 針 」 と い

う 。） を 定 め 、 こ れ を 公 表 す る も の と す る 。  

（ 管 理 組 合 等 の 努 力 ）  

第 ４ 条  管 理 組 合 は 、 マ ン シ ョ ン 管 理 適 正 化

指 針 の 定 め る と こ ろ に 留 意 し て 、 マ ン シ ョ

ン を 適 正 に 管 理 す る よ う 努 め な け れ ば な ら

な い 。  

２  マ ン シ ョ ン の 区 分 所 有 者 等 は 、 マ ン シ ョ

ン の 管 理 に 関 し 、 管 理 組 合 の 一 員 と し て の

役 割 を 適 切 に 果 た す よ う 努 め な け れ ば な ら

な い 。  

（ 国 及 び 地 方 公 共 団 体 の 措 置 ）  

第 ５ 条  国 及 び 地 方 公 共 団 体 は 、 マ ン シ ョ ン

の 管 理 の 適 正 化 に 資 す る た め 、 管 理 組 合 又

は マ ン シ ョ ン の 区 分 所 有 者 等 の 求 め に 応 じ 、

必 要 な 情 報 及 び 資 料 の 提 供 そ の 他 の 措 置 を

講 ず る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  
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   （ 第 １ 章 は 以 上 、 以 下 略 ）  

 


